
 

 

商品概要説明書 

普通貯金 

（２０２１年１０月１日現在） 

１．商 品 名 ・普通貯金 

２．販売対象 ・法人および個人 

３．期 間 ・定めなし 

４．預入方法 

（１）預入方法 

（２）預入金額 

（３）預入単位 

 

・随時預入 

・１円以上 

・１円単位 

５．払戻方法 ・随時払い戻します 

６．利 息 

（１）適用金利 

（２）利払頻度 

（３）計算方法 

 

（４）税  金 

 

 

 

（５）金利情報 

  の入手方法 

 

・毎日の店頭表示の利率を適用します 

・毎年２月と８月の当組合所定の日に支払います 

・毎日の最終残高１，０００円以上について付利単位を１００円とした１年を３６

５日とする日割計算 

・個人のお客さまは２０％（国税１５％、地方税５％）※の分離課税、 

法人のお客さまは総合課税となります 

※２０１３年１月１日から２０３７年１２月３１日までの間は、２０.３１５%
（国税１５.３１５%、地方税５%）の分離課税となります。 

・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。または、窓口でお問合せくださ

い 

７．手 数 料 ・キャッシュカードによる払出し等にあたっては、キャッシュカード規定に定める

手数料をいただきます（詳しくは「手数料一覧」をご覧ください） 

・２０２１年１０月１日以降に開設した口座については、一定の期間利用がない場

合には、未利用口座管理手数料をいただきます。 

なお、詳しくは、貯金規定に記載のとおりです。 

８．付加できる特

約事項 

・個人のお客さまは総合口座による当座貸越ができます 

（貸越利率は担保定期貯金の約定利率に０．５０％を上乗せした利率） 

・個人のお客さまはマル優（障害者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」）の取

扱いができます 

９．中途解約時の

取扱い 

－ 

１０．貯金（預金） 

 保険制度 

（公的制度） 

・保護対象 

 当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等（全額保護される貯金保険法

第５１条の２に規定する決済用貯金（当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無

利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という３条件を満たすもの）

を除く）と合わせ、元本１，０００万円とその利息が貯金保険により保護されま

す 

１１．苦情処理措

置および紛争

解決措置の内

容 

苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきまし

ては、当組合本支店または金融担当部署(電話：０１２０－２９－

３９２５)にお申し出ください。当組合では規則の制定など苦情等

に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解

決を図ります。 

また、ＪＡバンク相談所（電話：０３－６８３７－１３５９）でも、

苦情等を受け付けております。 

紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を

利用できます。上記当組合金融担当部署またはＪＡバンク相談所に

お申し出ください。 

東京弁護士会（電話：０３－３５８１－００３１）（※） 

そのほか、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、京都弁護士会、

兵庫県弁護士会（詳しくは上記当組合金融担当部署にお問い合わせ

ください。） 

公益社団法人 民間総合調停センター（大阪府）（ＪＡバンク相談所



 

 

を通じてのご利用となります。上記ＪＡバンク相談所にお申し出く

ださい。） 

※東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下「東

京三弁護士会」という）では、東京以外の地域のお客様からのお

申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便

利な地域で手続を進める方法もあります。 

・現地調停：東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会

議システム等により、共同して解決に当ります。 

 ・移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管

します。 

なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているもの

ではありません。具体的内容は上記ＪＡバンク相談所または東京

三弁護士会にお問い合わせください。 

１２．その他参考

となる事項 

・通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で 50 件以上あり、翌月 20 日まで

未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させていただ

きます。なお、翌月 19 日までに記帳いただいた場合は、合計して記帳すること

はいたしません。 

詳しくは窓口にお問い合わせください。 ＪＡいずみの 



 

 

商品概要説明書 

総合口座 

（２０２１年１０月１日現在） 

商 品 名 ・総合口座 

ご利用いただける方 ・個人のみ（当座貸越取引が行われることから未成年者と取引する場合は、法

定代理人と取引を行います。） 

期 間 ・期間の定めはありません。 

預入方法 

（１）預入方法 

（２）預入金額 

（３）預入単位 

 

・随時預け入れできます。 

・１円以上 

・１円単位 

払戻方法 ・随時払い戻しできます。 

利 息 

（１）適用金利 

（２）利払頻度 

（３）計算方法 

 

（４）税  金 

 

 

（５）金利情報の入手

方法 

 

・毎日の店頭表示の普通貯金利率を適用します（変動金利）。 

・毎年２月と８月の当組合所定の日に支払います。 

・毎日の最終残高 1,000円以上について付利単位を 100円として 1年を 365 日

とする日割計算をします。 

・20％（国税 15％、地方税 5％）※の分離課税となります。 

※2013年 1月 1日から 2037年 12月 31日までの間は、20.315%（国税 15.315%、

地方税 5%）の分離課税となります。 

・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。または、窓口でお問合せく

ださい。 

手 数 料 ・キャッシュカードによる預入・払戻等の際に当組合およびオンライン提携金

融機関等の所定の手数料がかかることがあります。 

・２０２１年１０月１日以降に開設した口座については、一定の期間利用がな

い場合には、未利用口座管理手数料をいただきます。 

なお、詳しくは、貯金規定に記載のとおりです。 

付加できる特約事項 ・マル優（障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」）の取扱いができま

す。 

・自動継続扱いの定期貯金、定期積金、積立式定期貯金を担保組入れすること

により、当座貸越をご利用できます。貸越限度額は、定期貯金・定期積金・

積立式定期貯金残高の合計額の 90%（1 円未満切捨て）、最高 200 万円までご

利用になれます。貸越利率は、定期貯金の利率に年 0.5％上乗せした利率、

定期積金の利回りに年 0.5％上乗せした利率、または積立式定期貯金の利回

りに年 0.5％上乗せした利率が適用されます。 

・キャッシュカードによりＡＴＭ等で入出金ができます。 

・キャッシュカードはデビットカードとしてもご利用になれます。 

・給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払のお取扱いができます。 

また、自動送金・集金のお取扱いもできます。 

・希望される場合は、既存の普通貯金の口座番号をそのままに全額を総合口座

無利息型（決済用）へ切替えることができます。 

貯金保険制度 

（公的制度） 

・保護対象 

当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等（全額保護される貯金保険

法第 51条の２に規定する決済用貯金（当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、

「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という３条件を満た

すもの）を除く。）と合わせ、元本 1,000万円とその利息が貯金保険により保

護されます。 

苦情処理措置および 

紛争解決措置の内容 

苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきま

しては、当組合本支店または金融担当部署(電話：０１２０－２

９－３９２５)にお申し出ください。当組合では規則の制定など

苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、

苦情等の解決を図ります。 

また、ＪＡバンク相談所（電話：０３－６８３７－１３５９）



 

 

でも、苦情等を受け付けております。 

 紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機

関を利用できます。上記当組合金融担当部署またはＪＡバンク

相談所にお申し出ください。 

東京弁護士会（電話：０３－３５８１－００３１）（※） 

そのほか、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、京都弁護士

会、兵庫県弁護士会（詳しくは上記当組合金融担当部署にお問

い合わせください。） 

公益社団法人 民間総合調停センター（大阪府）（ＪＡバンク相

談所を通じてのご利用となります。上記ＪＡバンク相談所にお

申し出ください。） 

※東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下

「東京三弁護士会」という）では、東京以外の地域のお客様

からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様の

アクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 

・現地調停：東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレ

ビ会議システム等により、共同して解決に当り

ます。 

 ・移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を

移管します。 

なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施している

ものではありません。具体的内容は上記ＪＡバンク相談所ま

たは東京三弁護士会にお問い合わせください。 

その他参考となる 

事項 

・通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で 50 件以上あり、翌月 20日

まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させ

ていただきます。 

・貸越が発生している状態で一定の条件になった場合には、貸越金を即時にご

返済いただく場合があります。 

詳しくは窓口にお問い合わせください。                       ＪＡいずみの 



 

 

商品概要説明書 

普通貯金無利息型（決済用） 

（２０２１年１０月１日現在） 

１．商 品 名 ・普通貯金無利息型（決済用） 

２．販売対象 ・法人および個人 

３．期 間 ・定めなし 

４．預入方法 

（１）預入方法 

（２）預入金額 

（３）預入単位 

 

・随時預入 

・１円以上 

・１円単位 

５．払戻方法 ・随時払い戻します 

６．利 息 ・利息はつきません 

７．手 数 料 ・キャッシュカードによる払出し等にあたっては、キャッシュカード規定に定める

手数料をいただきます（詳しくは「手数料一覧」をご覧ください） 

・２０２１年１０月１日以降に開設した口座については、一定の期間利用がない場

合には、未利用口座管理手数料をいただきます。 

なお、詳しくは、貯金規定に記載のとおりです。 

８．付加できる特

約事項 

・個人のものは総合口座による当座貸越ができます 

（貸越利率は担保定期貯金の約定利率に０．５０％を上乗せした利率） 

・利息はつきませんので税金はかかりません 

９．中途解約時の

取扱い 

－ 

１０．貯金（預金） 

 保険制度 

（公的制度） 

・貯金保険制度により全額保護されます 

１１．苦情処理措

置および紛争

解決措置の内

容 

苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきまし

ては、当組合本支店または金融担当部署(電話：０１２０－２９－

３９２５)にお申し出ください。当組合では規則の制定など苦情等

に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解

決を図ります。 

また、ＪＡバンク相談所（電話：０３－６８３７－１３５９）でも、

苦情等を受け付けております。 

紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を

利用できます。上記当組合金融担当部署またはＪＡバンク相談所に

お申し出ください。 

東京弁護士会（電話：０３－３５８１－００３１）（※） 

そのほか、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、京都弁護士会、

兵庫県弁護士会（詳しくは上記当組合金融担当部署にお問い合わせ

ください。） 

公益社団法人 民間総合調停センター（大阪府）（ＪＡバンク相談所

を通じてのご利用となります。上記ＪＡバンク相談所にお申し出く

ださい。） 

※東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下「東

京三弁護士会」という）では、東京以外の地域のお客様からのお

申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便

利な地域で手続を進める方法もあります。 

・現地調停：東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会

議システム等により、共同して解決に当ります。 

 ・移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管

します。 

なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているもの

ではありません。具体的内容は上記ＪＡバンク相談所または東京

三弁護士会にお問い合わせください。 

 



 

 

１２．その他参考

となる事項 

・通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で 50 件以上あり、翌月 20 日まで

未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させていただ

きます。なお、翌月 19 日までに記帳いただいた場合は、合計して記帳すること

はいたしません。 

詳しくは窓口にお問い合わせください。                      ＪＡいずみの



 

 

商品概要説明書 

総合口座（普通貯金無利息型＜決済用＞） 

（２０２１年１０月１日現在） 

商 品 名 ・総合口座（普通貯金無利息型＜決済用＞） 

ご利用いただける方 ・個人のみ（当座貸越取引が行われることから未成年者と取引する場合は、法

定代理人と取引を行います。） 

期 間 ・期間の定めはありません。 

預入方法 

（１）預入方法 

（２）預入金額 

（３）預入単位 

 

・随時預け入れできます。 

・１円以上 

・１円単位 

払戻方法 ・随時払い戻しできます。 

利 息 ・普通貯金は無利息となります。 

手 数 料 ・キャッシュカードによる預入・払戻等の際に当組合およびオンライン提携金

融機関等の所定の手数料がかかることがあります。 

・２０２１年１０月１日以降に開設した口座については、一定の期間利用がな

い場合には、未利用口座管理手数料をいただきます。 

なお、詳しくは、貯金規定に記載のとおりです。 

付加できる特約事項 ・ 自動継続扱いの定期貯金、定期積金、積立式定期貯金を担保組入れすること

により、当座貸越をご利用できます。貸越限度額は、定期貯金・定期積金・

積立式定期貯金残高の合計額の 90％（1 円未満切捨て）、最高 200 万円まで

ご利用になれます。貸越利率は、定期貯金の利率に年 0.5％上乗せした利率、

定期積金の利回りに年 0.5％上乗せした利率、または積立式定期貯金の利回

りに年 0.5％上乗せした利率が適用されます。 

・ キャッシュカードによりＡＴＭ等で入出金ができます。 

・ キャッシュカードはデビットカードとしてもご利用になれます。 

・ 給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払のお取扱いができます。 

また、自動送金・集金のお取扱いもできます。 

貯金保険制度 

（公的制度） 

・貯金保険制度により全額保護されます。 

 

苦情処理措置および 

紛争解決措置の内容 

苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきま

しては、当組合本支店または金融担当部署(電話：０１２０－２

９－３９２５)にお申し出ください。当組合では規則の制定など

苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、

苦情等の解決を図ります。 

また、ＪＡバンク相談所（電話：０３－６８３７－１３５９）

でも、苦情等を受け付けております。 

紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機

関を利用できます。上記当組合金融担当部署またはＪＡバンク

相談所にお申し出ください。 

東京弁護士会（電話：０３－３５８１－００３１）（※） 

そのほか、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、京都弁護士

会、兵庫県弁護士会（詳しくは上記当組合金融担当部署にお問

い合わせください。） 

公益社団法人 民間総合調停センター（大阪府）（ＪＡバンク相

談所を通じてのご利用となります。上記ＪＡバンク相談所にお

申し出ください。） 

※東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下

「東京三弁護士会」という）では、東京以外の地域のお客様

からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様の

アクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 

・現地調停：東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレ

ビ会議システム等により、共同して解決に当り



 

 

ます。 

 ・移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を

移管します。 

なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施している

ものではありません。具体的内容は上記ＪＡバンク相談所ま

たは東京三弁護士会にお問い合わせください。 

その他参考となる 

事項 

・通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で 50 件以上あり、翌月 20 日

まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させ

ていただきます。 

・貸越が発生している状態で一定の条件になった場合には、貸越金を即時にご

返済いただく場合があります。 

詳しくは窓口にお問い合わせください。                        ＪＡいずみの 



 

 

商品概要説明書 

貯蓄貯金 

（２０２１年１０月１日現在） 

１．商 品 名 

（愛称） 

・貯蓄貯金 

 

２．販売対象 ・個人のみ 

３．期 間 ・定めなし 

４．預入方法 

（１）預入方法 

（２）預入金額 

（３）預入単位 

 

・随時預入 

・１円以上 

・１円単位 

５．払戻方法 ・随時払い戻します 

６．利 息 

（１）適用金利 

 

 

 

 

（２）利払頻度 

（３）計算方法 

 

（４）税  金 

 

 

（５）金利情報 

  の入手方法 

 

・１０万円未満、１０万円以上３０万円未満、３０万円以上５０万円未満、５０万
円以上１００万円未満、１００万円以上３００万円未満、３００万円以上１，０
００万円未満、１，０００万円以上の７段階の金額階層別金利設定を行い、毎日
の最終残高が各々の金額階層に該当する期間について、該当期間における店頭表
示の各々の金額階層の利率を適用します 

・毎年２月と８月の当組合所定の日に支払います 

・毎日の最終残高１，０００円以上について付利単位を１円とした１年を３６５日
とする日割計算 

・２０％（国税１５％、地方税５％）※の分離課税となります 

※２０１３年１月１日から２０３７年１２月３１日までの間は、２０.３１５%
（国税１５.３１５%、地方税５%）の分離課税となります。 

・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。または、窓口でお問合せくださ
い 

７．手 数 料 ・キャッシュカードによる払出し等にあたっては、キャッシュカード規定に定める

手数料をいただきます（詳しくは「手数料一覧」をご覧ください） 

・２０２１年１０月１日以降に開設した口座については、一定の期間利用がない場

合には、未利用口座管理手数料をいただきます。 

なお、詳しくは、貯金規定に記載のとおりです。 

８．付加できる特

約事項 

・マル優（障害者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」）の取扱いができます 

 

９．中途解約時の

取扱い 

－ 

１０．貯金（預金） 

 保険制度 

（公的制度） 

・保護対象 

当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等（全額保護される貯金保険法第

５１条の２に規定する決済用貯金（当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無

利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という３条件を満たすもの）

を除く）と合わせ、元本１，０００万円とその利息が貯金保険により保護されま

す 

１１．苦情処理措

置および紛争

解決措置の内

容 

苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきまし

ては、当組合本支店または金融担当部署(電話：０１２０－２９－

３９２５)にお申し出ください。当組合では規則の制定など苦情等

に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解

決を図ります。 

また、ＪＡバンク相談所（電話：０３－６８３７ー１３５９）でも、

苦情等を受け付けております。 

紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を

利用できます。上記当組合金融担当部署またはＪＡバンク相談所に

お申し出ください。 

東京弁護士会（電話：０３－３５８１－００３１）（※） 

そのほか、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、京都弁護士会、

兵庫県弁護士会（詳しくは上記当組合金融担当部署にお問い合わせ

ください。） 



 

 

公益社団法人 民間総合調停センター（大阪府）（ＪＡバンク相談所

を通じてのご利用となります。上記ＪＡバンク相談所にお申し出く

ださい。） 

※東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下「東

京三弁護士会」という）では、東京以外の地域のお客様からのお

申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便

利な地域で手続を進める方法もあります。 

・現地調停：東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会

議システム等により、共同して解決に当ります。 

 ・移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管

します。 

なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているもの

ではありません。具体的内容は上記ＪＡバンク相談所または東京

三弁護士会にお問い合わせください。 

１２．その他参考

となる事項 

・公共料金等の自動支払い、および給与・年金・配当金・公社債元利金等の自動受

取りにはご利用できません 

・総合口座の取扱いはできません 

・通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で 50 件以上あり、翌月 20 日まで

未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させていただ

きます。なお、翌月 19 日までに記帳いただいた場合は、合計して記帳すること

はいたしません。 

詳しくは窓口にお問い合わせください。                         ＪＡいずみの 



 

 

商品概要説明書 

定期積金＜定額式＞ 

（２０２１年１０月１日現在） 

商 品 名 ・定期積金＜定額式＞ 

ご利用いただける方 ・個人および法人（団体を含む。） 

期 間 ・定型方式 

６か月、１年、１年６か月、２年、２年６か月、３年、３年６か月、４年、 

４年６か月、５年 

・期日指定方式 (満期日の指定はできません。満期の月の指定となります。)    

 ６か月超６０か月未満の月を指定 

払込方法 

（１）払込方法 

 

 

 

 

 

（２）払込金額 

（３）払込単位 

 

・契約期間内で掛金を分割して払込みいただきます。 

・掛込周期は１か月、２か月、３か月、６か月のいずれかとします。 

・預入時のお申し出により、最大６回まで増額月を設定できます。 

なお、２０２１年１０月１日以降の新規契約分から約定掛込日に掛込金が振

替元の残高を超え中止した場合は、次回以降これを含めて掛込額の単位で掛

込みを行います。 

・１回あたり 1,000円以上 

・１円単位 

払戻方法 ・約定の回数の掛金の払込みが完了した場合、満期日以後に一括して契約給付

金を払い戻します。 

給付補填金 

（１）適用利回り 

（２）支払頻度 

（３）計算方法 

 

（４）税  金 

 

 

 

（５）金利情報の入手

方法 

 

・契約時の約定利回りを満期日まで適用します。 

・満期日以後に一括して支払います。 

・計算単位を１円として契約期間における掛金残高積数に約定利回りを乗じて

計算をします。 

・個人のお客さまは 20％（国税 15％、地方税 5％）※の分離課税、 

法人のお客さまは総合課税となります。 

※2013年 1月 1日から 2037年 12月 31日までの間は、20.315%（国税 15.315%、

地方税 5%）の分離課税となります。 

・金利（約定利回り）は店頭の金利表示ボードに表示しています。または、窓

口でお問合せください。 

手 数 料 － 

付加できる特約事項 ・個人のお客さまは総合口座の担保に組入れできます。 

（貸越利率は担保定期積金の約定利回りに年 0.5％を上乗せした利率） 

・普通貯金等からの自動振替による払込ができます。 

中途解約時の取扱い ・満期日前に解約する場合は、解約日における普通貯金利率により計算した利

息とともに払い戻します。 

貯金保険制度 

（公的制度） 

・保護対象 

当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等（全額保護される貯金保険

法第 51条の２に規定する決済用貯金（当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、

「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という３条件を満た

すもの）を除く。）と合わせ、元本 1,000万円とその利息が貯金保険により保

護されます。 

苦情処理措置および 

紛争解決措置の内容 

苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきま

しては、当組合本支店または金融担当部署(電話：０１２０－２

９－３９２５)にお申し出ください。当組合では規則の制定など

苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、

苦情等の解決を図ります。 

また、ＪＡバンク相談所（電話：０３－６８３７－１３５９）

でも、苦情等を受け付けております。 

紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機

関を利用できます。上記当組合金融担当部署またはＪＡバンク



 

 

相談所にお申し出ください。 

東京弁護士会（電話：０３－３５８１－００３１）（※） 

そのほか、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、京都弁護士

会、兵庫県弁護士会（詳しくは上記当組合金融担当部署にお問

い合わせください。） 

公益社団法人 民間総合調停センター（大阪府）（ＪＡバンク相

談所を通じてのご利用となります。上記ＪＡバンク相談所にお

申し出ください。） 

※東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下

「東京三弁護士会」という）では、東京以外の地域のお客様

からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様の

アクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 

・現地調停：東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレ

ビ会議システム等により、共同して解決に当り

ます。 

 ・移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を

移管します。 

なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施している

ものではありません。具体的内容は上記ＪＡバンク相談所ま

たは東京三弁護士会にお問い合わせください。 

その他参考となる 

事項 

・払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間、繰り延べます。 

  または契約時の約定利回り（年 365 日の日割計算）の割合による延滞利息を

いただきます。 

・掛金が掛込日前に払い込まれた場合は、契約時の約定利回りに準じて先掛割

引金を計算します。 

・満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。 

詳しくは窓口にお問い合わせください。                      ＪＡいずみの 



 

 

商品概要説明書 

定期積金＜目標式＞ 

（２０２１年１０月１日現在） 

商 品 名 ・定期積金＜目標式＞ 

ご利用いただける方 ・個人および法人（団体を含む。） 

期 間 ・定型方式 

６か月、１年、１年６ヶ月、２年、２年６か月、３年、３年６か月、４年、 

４年６か月、５年 

・期日指定方式(満期日の指定はできません。満期の月の指定となります。) 

 ６か月超６０か月未満の月を指定 

払込方法 

（１）払込方法 

 

 

 

 

 

（２）払込金額 

（３）払込単位 

 

・契約期間内で掛金を分割して払込みいただきます。（初回で掛金を調整） 

・掛込周期は１か月、２か月、３か月、６か月のいずれかとします。 

・預入時のお申し出により、最大６回まで増額月を設定できます。 

なお、２０２１年１０月１日以降の新規契約分から約定掛込日に掛込金が振

替元の残高を超え中止した場合は、次回以降これを含めて掛込額の単位で掛

込みを行います。 

・１回あたり 1,000円以上 

・１円単位 

払戻方法 ・約定の回数の掛金の払込みが完了した場合、満期日以後に一括して契約給付

金を払い戻します。 

給付補填金 

（１）適用利回り 

（２）支払頻度 

（３）計算方法 

 

（４）税  金 

 

 

 

（５）金利情報の入手

方法 

 

・契約時の約定利回りを満期日まで適用します。 

・満期日以後に一括して支払います。 

・計算単位を１円として契約期間における掛金残高積数に約定利回りを乗じて

計算をします。 

・個人のお客さまは 20％（国税 15％、地方税 5％）※の分離課税、 

法人のお客さまは総合課税となります。 

※2013年 1月 1日から 2037年 12月 31日までの間は、20.315%（国税 15.315%、

地方税 5%）の分離課税となります。 

・金利（約定利回り）は店頭の金利表示ボードに表示しています。または、窓

口でお問合せください。 

手 数 料 － 

付加できる特約事項 ・個人のお客さまは総合口座の担保に組入れできます。 

（貸越利率は担保定期積金の約定利回りに年 0.5％を上乗せした利率） 

・普通貯金等からの自動振替による払込ができます。 

中途解約時の取扱い ・満期日前に解約する場合は、解約日における普通貯金利率により計算した利

息とともに払い戻します。 

貯金保険制度 

（公的制度） 

・保護対象 

当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等（全額保護される貯金保険

法第 51条の２に規定する決済用貯金（当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、

「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という３条件を満た

すもの）を除く。）と合わせ、元本 1,000万円とその利息が貯金保険により保

護されます。 

苦情処理措置および 

紛争解決措置の内容 

苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきま

しては、当組合本支店または金融担当部署(電話：０１２０－２

９－３９２５)にお申し出ください。当組合では規則の制定など

苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、

苦情等の解決を図ります。 

また、ＪＡバンク相談所（電話：０３－６８３７－１３５９）

でも、苦情等を受け付けております。 

紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機

関を利用できます。上記当組合金融担当部署またはＪＡバンク



 

 

相談所にお申し出ください。 

東京弁護士会（電話：０３－３５８１－００３１）（※） 

そのほか、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、京都弁護士

会、兵庫県弁護士会（詳しくは上記当組合金融担当部署にお問

い合わせください。） 

公益社団法人 民間総合調停センター（大阪府）（ＪＡバンク相

談所を通じてのご利用となります。上記ＪＡバンク相談所にお

申し出ください。） 

※東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下

「東京三弁護士会」という）では、東京以外の地域のお客様

からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様の

アクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 

・現地調停：東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレ

ビ会議システム等により、共同して解決に当り

ます。 

 ・移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を

移管します。 

なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施している

ものではありません。具体的内容は上記ＪＡバンク相談所ま

たは東京三弁護士会にお問い合わせください。 

その他参考となる 

事項 

・払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間、繰り延べます。 

  または契約時の約定利回り（年 365 日の日割計算）の割合による延滞利息を

いただきます。 

・掛金が掛込日前に払い込まれた場合は、契約時の約定利回りに準じて先掛割

引金を計算します。 

・満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。 

詳しくは窓口にお問い合わせください。                      ＪＡいずみの 



 

 

商品概要説明書 

定期積金＜逓増逓減式＞ 

（２０２１年１０月１日現在） 

商 品 名 ・定期積金＜逓増逓減式＞ 

ご利用いただける方 ・個人および法人（団体を含む。） 

期 間 ・２年、３年、４年、５年 

払込方法 

（１）払込方法 

 

 

 

 

 

（２）払込金額 

（３）払込単位 

 

・契約期間内で掛金を分割して払込みいただきます。（契約期間中、年単位で掛

金を増額または減額可能） 

・掛込周期は１か月、２か月、３か月、６か月のいずれかとします。 

なお、２０２１年１０月１日以降の新規契約分から約定掛込日に掛込金が振

替元の残高を超え中止した場合は、次回以降これを含めて掛込額の単位で掛

込みを行います。 

・１回あたり 1,000円以上 

・１円単位 

払戻方法 ・約定の回数の掛金の払込みが完了した場合、満期日以後に一括して契約給付

金を払い戻します。 

給付補填金 

（１）適用利回り 

（２）支払頻度 

（３）計算方法 

 

（４）税  金 

 

 

 

（５）金利情報の入手

方法 

 

・契約時の約定利回りを満期日まで適用します。 

・満期日以後に一括して支払います。 

・計算単位を１円として契約期間における掛金残高積数に約定利回りを乗じて

計算をします。 

・個人のお客さまは 20％（国税 15％、地方税 5％）※の分離課税、 

法人のお客さまは総合課税となります。 

※2013年 1月 1日から 2037年 12月 31日までの間は、20.315%（国税 15.315%、

地方税 5%）の分離課税となります。 

・金利（約定利回り）は店頭の金利表示ボードに表示しています。または、窓

口でお問合せください。 

手 数 料 － 

付加できる特約事項 ・個人のお客さまは総合口座の担保に組入れできます。 

（貸越利率は担保定期積金の約定利回りに年 0.5％を上乗せした利率） 

・普通貯金等からの自動振替による払込ができます。 

中途解約時の取扱い ・満期日前に解約する場合は、解約日における普通貯金利率により計算した利

息とともに払い戻します。 

貯金保険制度 

（公的制度） 

・保護対象 

当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等（全額保護される貯金保険

法第 51条の２に規定する決済用貯金（当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、

「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という３条件を満た

すもの）を除く。）と合わせ、元本 1,000万円とその利息が貯金保険により保

護されます。 

苦情処理措置および 

紛争解決措置の内容 

苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきま

しては、当組合本支店または金融担当部署(電話：０１２０－２

９－３９２５)にお申し出ください。当組合では規則の制定など

苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、

苦情等の解決を図ります。 

また、ＪＡバンク相談所（電話：０３－６８３７－１３５９）

でも、苦情等を受け付けております。 

紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機

関を利用できます。上記当組合金融担当部署またはＪＡバンク

相談所にお申し出ください。 

東京弁護士会（電話：０３－３５８１－００３１）（※） 

そのほか、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、京都弁護士

会、兵庫県弁護士会（詳しくは上記当組合金融担当部署にお問



 

 

い合わせください。） 

公益社団法人 民間総合調停センター（大阪府）（ＪＡバンク相

談所を通じてのご利用となります。上記ＪＡバンク相談所にお

申し出ください。） 

※東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下

「東京三弁護士会」という）では、東京以外の地域のお客様

からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様の

アクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 

・現地調停：東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレ

ビ会議システム等により、共同して解決に当り

ます。 

 ・移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を

移管します。 

なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施している

ものではありません。具体的内容は上記ＪＡバンク相談所ま

たは東京三弁護士会にお問い合わせください。 

その他参考となる 

事項 

・払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間、繰り延べます。 

  または契約時の約定利回り（年 365 日の日割計算）の割合による延滞利息を

いただきます。 

・掛金が掛込日前に払い込まれた場合は、契約時の約定利回りに準じて先掛割

引金を計算します。 

・満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。 

詳しくは窓口にお問い合わせください。                      ＪＡいずみの 



 

 

商品概要説明書 

定期積金＜満期分散式＞ 

（２０２１年１０月１日現在） 

商 品 名 ・定期積金＜満期分散式＞（ロマンス） 

ご利用いただける方 ・個人および法人（団体を含む。） 

期 間 ・２年、３年、４年、５年 

払込方法 

（１）払込方法 

 

 

 

 

 

（２）払込金額 

（３）払込単位 

 

・契約期間内で掛金を分割して払込みいただきます。（満期到来済の各年の掛金

を最終年の掛金として積立可能） 

・掛込周期は１か月、２か月、３か月、６か月のいずれかとします。 

なお、２０２１年１０月１日以降の新規契約分から約定掛込日に掛込金が振

替元の残高を超え中止した場合は、次回以降これを含めて掛込額の単位で掛

込みを行います。 

・１個別口あたり１回につき 1,000円以上 

・１円単位 

払戻方法 ・約定の回数の掛金の払込みが完了した場合、各個別口ごとの満期日以後に一

括して払い戻します。 

給付補填金 

（１）適用利回り 

（２）支払頻度 

（３）計算方法 

 

（４）税  金 

 

 

 

（５）金利情報の入手

方法 

 

・契約時の約定利回りを満期日まで適用します。 

・各個別口ごとの満期日以後に一括して支払います。 

・計算単位を１円として契約期間における掛金残高積数に約定利回りを乗じて

計算をします。 

・個人のお客さまは 20％（国税 15％、地方税 5％）※の分離課税、 

法人のお客さまは総合課税となります。 

※2013年 1月 1日から 2037年 12月 31日までの間は、20.315%（国税 15.315%、

地方税 5%）の分離課税となります。 

・金利（約定利回り）は店頭の金利表示ボードに表示しています。または、窓

口でお問合せください。 

手 数 料 － 

付加できる特約事項 ・個人のお客さまは総合口座の担保に組入れできます。 

（貸越利率は担保定期積金の約定利回りに年 0.5％を上乗せした利率） 

・普通貯金等からの自動振替による払込ができます。 

中途解約時の取扱い ・満期日前に解約する場合は、解約日における普通貯金利率により計算した利

息とともに払い戻します。 

貯金保険制度 

（公的制度） 

・保護対象 

当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等（全額保護される貯金保険

法第 51条の２に規定する決済用貯金（当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、

「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という３条件を満た

すもの）を除く。）と合わせ、元本 1,000万円とその利息が貯金保険により保

護されます。 

苦情処理措置および 

紛争解決措置の内容 

苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきま

しては、当組合本支店または金融担当部署(電話：０１２０－２

９－３９２５)にお申し出ください。当組合では規則の制定など

苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、

苦情等の解決を図ります。 

また、ＪＡバンク相談所（電話：０３－６８３７－１３５９）

でも、苦情等を受け付けております。 

紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機

関を利用できます。上記当組合金融担当部署またはＪＡバンク

相談所にお申し出ください。 

東京弁護士会（電話：０３－３５８１－００３１）（※） 

そのほか、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、京都弁護士

会、兵庫県弁護士会（詳しくは上記当組合金融担当部署にお問



 

 

い合わせください。） 

公益社団法人 民間総合調停センター（大阪府）（ＪＡバンク相

談所を通じてのご利用となります。上記ＪＡバンク相談所にお

申し出ください。） 

※東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下

「東京三弁護士会」という）では、東京以外の地域のお客様

からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様の

アクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 

・現地調停：東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレ

ビ会議システム等により、共同して解決に当り

ます。 

 ・移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を

移管します。 

なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施している

ものではありません。具体的内容は上記ＪＡバンク相談所ま

たは東京三弁護士会にお問い合わせください。 

その他参考となる 

事項 

・払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間、繰り延べます。 

  または契約時の約定利回り（年 365 日の日割計算）の割合による延滞利息を

いただきます。 

・掛金が払込日前に払い込まれた場合は、契約時の約定利回りに準じて先掛割

引金を計算します。 

・満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。 

・契約期間中、毎年満期があり、満期額は２年目以降初年度の約２倍、約３倍 

…と毎年増加します。 

詳しくは窓口にお問い合わせください。                      ＪＡいずみの 



 

 

 

商品概要説明書 

なごみ定期積金（隔月掛金定期積金） 

（２０２１年１０月１日現在） 

商 品 名 ・なごみ定期積金 

 （愛称：なごみ） 

ご利用いただける方 ・個人（年金受給者等） 

期 間 ・定型方式 

１年、２年、３年、４年、５年の５種類 

払込方法 

（１）払込方法 

 

 

 

 

（２）払込金額 

（３）払込単位 

 

・契約期間内で掛金を分割して払込みいただきます。（2か月毎） 

・掛込周期は２か月とします。 

なお、２０２１年１０月１日以降の新規契約分から約定掛込日に掛込金が振

替元の残高を超え中止した場合は、次回以降これを含めて掛込額の単位で掛

込みを行います。 

・１回あたり 1,000円以上 

・１円単位 

 ただし、原則として、掛金は１回あたりの年金受給額を上限とします。 

払戻方法 ・約定の回数の掛金の払込みが完了した場合、満期日以後に一括して契約給付

金を払い戻します。 

給付補填金 

（１）適用利回り 

（２）支払頻度 

（３）計算方法 

 

（４）税  金 

 

 

（５）金利情報の入手

方法 

 

・預入時の約定利率を満期日まで適用します。 

・満期日以後に一括して支払います。 

・計算単位を１円として契約期間における掛金残高積数に約定利回りを乗じて

計算をします。 

・20％（国税 15％、地方税 5％）※の分離課税となります。 

 ※2013年 1月 1日から 2037年 12月 31日までの間は、20.315%（国税 15.315%、

地方税 5%）の分離課税となります。 

・金利（約定利回り）は店頭の金利表示ボードに表示しています。または、窓

口でお問合せください。 

手 数 料 － 

付加できる特約事項 ・総合口座の担保に組入れできます。 

 (貸越利率は担保定期積金の約定利回りに年 0.5%を上乗せした利率) 

・普通貯金等からの自動振替による払込ができます。 

中途解約時の取扱い ・満期日前に解約する場合は、解約日における普通貯金利率により計算した利

息とともに払い戻します。 

貯金保険制度 

（公的制度） 

・保護対象 

当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等（全額保護される貯金保険

法第 51条の２に規定する決済用貯金（当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、

「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という３条件を満た

すもの）を除く。）と合わせ、元本 1,000万円とその利息が貯金保険により保

護されます。 

苦情処理措置および 

紛争解決措置の内容 

苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきま

しては、当組合本支店または金融担当部署(電話：０１２０－２

９－３９２５)にお申し出ください。当組合では規則の制定など

苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、

苦情等の解決を図ります。 

また、ＪＡバンク相談所（電話：０３－６８３７－１３５９）

でも、苦情等を受け付けております。 

紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機

関を利用できます。上記当組合金融担当部署またはＪＡバンク



 

 

相談所にお申し出ください。 

東京弁護士会（電話：０３－３５８１－００３１）（※） 

そのほか、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、京都弁護士

会、兵庫県弁護士会（詳しくは上記当組合金融担当部署にお問

い合わせください。） 

公益社団法人 民間総合調停センター（大阪府）（ＪＡバンク相

談所を通じてのご利用となります。上記ＪＡバンク相談所にお

申し出ください。） 

※東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下

「東京三弁護士会」という）では、東京以外の地域のお客様

からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様の

アクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 

・現地調停：東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレ

ビ会議システム等により、共同して解決に当り

ます。 

 ・移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を

移管します。 

なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施している

ものではありません。具体的内容は上記ＪＡバンク相談所ま

たは東京三弁護士会にお問い合わせください。 

その他参考となる 

事項 

・払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間、繰り延べます。 

  または契約時の約定利回り（年 365 日の日割計算）の割合による延滞利息を

いただきます。 

・掛金が掛込日前に払い込まれた場合は、契約時の約定利回りに準じて先掛割

引金を計算します。 

・満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。 

・特典内容 

 年 1回の抽選会でグルメ宅配便などのチャンスが楽しめます。 

・ご契約は年金をお受取りいただいている店舗にて、１契約に限らせていただ 

きます。 

・ご契約中、ＪＡにおいて年金のお受取りが消滅した場合には、原則として解 

約させていただきます。 

・契約期間終了後は、上記特典は受けられません。 

詳しくは窓口にお問い合わせください。                      ＪＡいずみの 



 

 

商品概要説明書 

そなえ得定期積金＜定額式＞ 

（２０２１年１０月１日現在） 

商 品 名 ・そなえ得定期積金＜定額式＞ 

 （愛称：そなえ得） 

ご利用いただける方 ・満５５歳以上６５歳未満の方で、且つ公的年金（国民年金・厚生年金・共済

年金）のお受取を予約された方（年金予約申込書を提出していただきます。） 

期 間 ・定型方式 

１年、２年、３年、４年、５年の５種類 

払込方法 

（１）払込方法 

 

 

 

 

（２）払込金額 

（３）払込単位 

 

・契約期間内で掛金を分割して払込みいただきます。 

・掛込周期は１か月とします。 

なお、２０２１年１０月１日以降の新規契約分から約定掛込日に掛込金が振

替元の残高を超え中止した場合は、次回以降これを含めて掛込額の単位で掛

込みを行います。 

・１回あたり 1,000円以上 

・１円単位 

払戻方法 ・約定の回数の掛金の払込みが完了した場合、満期日以後に一括して契約給付

金を払い戻します。 

給付補填金 

（１）適用利回り 

（２）支払頻度 

（３）計算方法 

 

（４）税  金 

 

 

（５）金利情報の入手

方法 

 

・契約時の約定利回りを満期日まで適用します。 

・満期日以後に一括して支払います。 

・計算単位を１円として契約期間における掛金残高積数に約定利回りを乗じて

計算をします。 

・20％（国税 15％、地方税 5％）※の分離課税となります。 

 ※2013年 1月 1日から 2037年 12月 31日までの間は、20.315%（国税 15.315%、

地方税 5%）の分離課税となります。 

・金利（約定利回り）は店頭の金利表示ボードに表示しています。または、窓

口でお問合せください。 

手 数 料 － 

付加できる特約事項 ・総合口座の担保に組入れできます。 

 (貸越利率は担保定期積金の約定利回りに年 0.5%を上乗せした利率) 

・普通貯金等からの自動振替による払込ができます。 

中途解約時の取扱い ・満期日前に解約する場合は、解約日における普通貯金利率により計算した利

息とともに払い戻します。 

貯金保険制度 

（公的制度） 

・保護対象 

当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等（全額保護される貯金保険

法第 51条の２に規定する決済用貯金（当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、

「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という３条件を満た

すもの）を除く。）と合わせ、元本 1,000万円とその利息が貯金保険により保

護されます。 

苦情処理措置および 

紛争解決措置の内容 

苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきま

しては、当組合本支店または金融担当部署(電話：０１２０－２

９－３９２５)にお申し出ください。当組合では規則の制定など

苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、

苦情等の解決を図ります。 

また、ＪＡバンク相談所（電話：０３－６８３７－１３５９）

でも、苦情等を受け付けております。 

紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機

関を利用できます。上記当組合金融担当部署またはＪＡバンク

相談所にお申し出ください。 

東京弁護士会（電話：０３－３５８１－００３１）（※） 

そのほか、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、京都弁護士



 

 

会、兵庫県弁護士会（詳しくは上記当組合金融担当部署にお問

い合わせください。） 

公益社団法人 民間総合調停センター（大阪府）（ＪＡバンク相

談所を通じてのご利用となります。上記ＪＡバンク相談所にお

申し出ください。） 

※東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下

「東京三弁護士会」という）では、東京以外の地域のお客様

からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様の

アクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 

・現地調停：東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレ

ビ会議システム等により、共同して解決に当り

ます。 

 ・移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を

移管します。 

なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施している

ものではありません。具体的内容は上記ＪＡバンク相談所ま

たは東京三弁護士会にお問い合わせください。 

その他参考となる 

事項 

・払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間、繰り延べます。 

  または契約時の約定利回り（年 365 日の日割計算）の割合による延滞利息を

いただきます。 

・掛金が掛込日前に払い込まれた場合は、契約時の約定利回りに準じて先掛割

引金を計算します。 

・満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。 

詳しくは窓口にお問い合わせください。                      ＪＡいずみの 



 

 

商品概要説明書 

そなえ得定期積金＜目標式＞ 

（２０２１年１０月１日現在） 

商 品 名 ・そなえ得定期積金＜目標式＞ 

 （愛称：そなえ得） 

ご利用いただける方 ・満５５歳以上６５歳未満の方で、且つ公的年金（国民年金・厚生年金・共済

年金）のお受取を予約された方（年金予約申込書を提出していただきます。） 

期 間 ・定型方式 

１年、２年、３年、４年、５年の５種類 

払込方法 

（１）払込方法 

 

 

 

 

（２）払込金額 

（３）払込単位 

 

・契約期間内で掛金を分割して払込みいただきます。（初回で掛金を調整） 

・掛込周期は１か月とします。 

なお、２０２１年１０月１日以降の新規契約分から約定掛込日に掛込金が振

替元の残高を超え中止した場合は、次回以降これを含めて掛込額の単位で掛

込みを行います。 

・１回あたり 1,000円以上 

・１円単位 

払戻方法 ・約定の回数の掛金の払込みが完了した場合、満期日以後に一括して契約給付

金を払い戻します。 

給付補填金 

（１）適用利回り 

（２）支払頻度 

（３）計算方法 

 

（４）税  金 

 

 

（５）金利情報の入手

方法 

 

・契約時の約定利回りを満期日まで適用します。 

・満期日以後に一括して支払います。 

・計算単位を１円として契約期間における掛金残高積数に約定利回りを乗じて

計算をします。 

・20％（国税 15％、地方税 5％）※の分離課税となります。 

 ※2013年 1月 1日から 2037年 12月 31日までの間は、20.315%（国税 15.315%、

地方税 5%）の分離課税となります。 

・金利（約定利回り）は店頭の金利表示ボードに表示しています。または、窓

口でお問合せください。 

手 数 料 － 

付加できる特約事項 ・総合口座の担保に組入れできます。 

 (貸越利率は担保定期積金の約定利回りに年 0.5%を上乗せした利率) 

・普通貯金等からの自動振替による払込ができます。 

中途解約時の取扱い ・満期日前に解約する場合は、解約日における普通貯金利率により計算した利

息とともに払い戻します。 

貯金保険制度 

（公的制度） 

・保護対象 

当該貯金は当組合の譲渡性貯金を除く他の貯金等（全額保護される貯金保険

法第 51条の２に規定する決済用貯金（当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、

「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という３条件を満た

すもの）を除く。）と合わせ、元本 1,000万円とその利息が貯金保険により保

護されます。 

苦情処理措置および 

紛争解決措置の内容 

苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきま

しては、当組合本支店または金融担当部署(電話：０１２０－２

９－３９２５)にお申し出ください。当組合では規則の制定など

苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、

苦情等の解決を図ります。 

また、ＪＡバンク相談所（電話：０３－６８３７－１３５９）

でも、苦情等を受け付けております。 

紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機

関を利用できます。上記当組合金融担当部署またはＪＡバンク

相談所にお申し出ください。 

東京弁護士会（電話：０３－３５８１－００３１）（※） 

そのほか、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、京都弁護士



 

 

会、兵庫県弁護士会（詳しくは上記当組合金融担当部署にお問

い合わせください。） 

公益社団法人 民間総合調停センター（大阪府）（ＪＡバンク相

談所を通じてのご利用となります。上記ＪＡバンク相談所にお

申し出ください。） 

※東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会（以下

「東京三弁護士会」という）では、東京以外の地域のお客様

からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様の

アクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 

・現地調停：東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレ

ビ会議システム等により、共同して解決に当り

ます。 

 ・移管調停：東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を

移管します。 

なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施している

ものではありません。具体的内容は上記ＪＡバンク相談所ま

たは東京三弁護士会にお問い合わせください。 

その他参考となる 

事項 

・払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間、繰り延べます。 

  または契約時の約定利回り（年 365 日の日割計算）の割合による延滞利息を

いただきます。 

・掛金が掛込日前に払い込まれた場合は、契約時の約定利回りに準じて先掛割

引金を計算します。 

・満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。 

詳しくは窓口にお問い合わせください。                      ＪＡいずみの 


